
第７回　幹事会　議事録

・日　時　２０２４年１０月１８日（金）午前１２時００分～午後１時００分
・場　所　Zoomミーティング
・出席幹事　　　
出席幹事の数　zoom２７名
　　委任状による出席幹事の数　３３名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので、本幹事会は適法に成立し、幹事長村瀬謙一は本幹事会の議長として副幹事長河野豊を指名した。議長は、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１【決議】次年度幹事長（黒田愛会員）の推薦（会則第６条９項２号）：村瀬幹事長
　　黒田愛会員を次年度幹事長として推薦することにつき、別段の異議なく賛成多数で可決された。

２【決議】１２月総会招集の件：村瀬幹事長
１２月２０日（金）１８時～　大阪弁護士会２０３、２０４会議室＋Ｚｏｏｍ
【議題】
（１）副会長候補（河野豊会員）の推薦
　（２）次年度幹事長（黒田愛会員）の選任

　　上記日時に総会を開催すること、当該総会にて上記【議題】（１）及び（２）を決議事項とすることについて、別段の異議なく賛成多数で可決された。

３　会費免除承認報告：東副幹事長
この１カ月（前回幹事会から本日開催の幹事会までの期間）、免除申請はなかった。

４　総会の会則改正決議の報告：村瀬幹事長
春秋会会則第５条２項は、「幹事長は前年度の１２月総会での決議によって選任し、その余の幹事は前年度の３月総会での決議によって選任する。ただし、やむを得ない場合は、【現行】その後に開催する総会での決議によって選任する。」と規定しているが、【改正案】「幹事長において幹事を選任することができる。この場合、その後に開催する総会での承認の決議を経なければならない。」と変更することについて、先月開催された総会で決議を求めたところ、「幹事長において」ではなく「幹事会において」とするのが相当との意見が多数あったため、上記【改正案】を下記【修正案】のとおり修正したうえで決議し、賛成多数で可決、承認した。
記
【修正案】「幹事会において幹事を選任することができる。この場合、その後に開催する総会での承認の決議を経なければならない。」

なお、その他の点については、会費規則改正等も含め幹事会で承認いただいたとおり総会で決議し承認いただいた。

５　各委員会等からの活動報告／選考、政策、広報、研修、親睦、若手会
（１）選考委員会：村瀬幹事長
　　　前記のとおり、副会長候補として河野豊会員を推薦することにつき、１２月総会にて決議を諮る。

（２）政策委員会：上田純委員長（資料１）
　　　①　第１回企画は７月に無事終了。会報に掲載された記事もあるため、参加していない方はご覧いただきたい。
　　　②　第２回企画について、チラシが完成した。
１１月１３日１８時～開催予定。
テーマは人権救済、人権調査。
加藤高志先生や、河野副幹事長、玉野まりこ先生らにご登壇いただく。
　　　　　現時点で参加者が少ないため、是非参加申込いただきたい。
③　第３回企画は来年３月６日に開催予定。
テーマは内部通報、公益通報者保護
奥山教授（元朝日新聞記者）、中井洋惠先生、横瀬先生らに登壇者、パネラー、或いは司会者として参加いただく。
大阪弁護士会の研修認定も得る予定。

（３）広報委員会：河野雄介委員長（資料２）
　　　①　会報秋号について、無事発刊できた。
　　　②　春号について検討を開始している。具体的には、河野新副会長の応援原稿のリストアップの依頼をしたり、政策委員会第２回企画を記事にすること、現執行部の退任記事、新執行部の就任記事等を掲載すること等を予定している。
　なお、例年は春号で新入会員の紹介記事を掲載していたが、弁護士登録が４月になることとの関係で春号の発刊に間に合わないため、特集記事を設けることを検討している。
③　ニュースレター１１月号については資料２記載のとおり。
④　WEBページのリニューアルにつき、管理業者から提案を受けている。他の業者からも相見積もりを取得する予定。広報委員会で検討後、執行部なり幹事会なりに上程する予定。

（４）研修委員会：山本婦紗子委員長（資料３）
　　　①　９月２０日の春秋の日について、松丸先生をお呼びして過労死問題や、弁護士になられたきっかけ等につきお話しいただいた。参加者２１名。
　　　②　今年度の企画として、岡口元裁判官を講師として「弾劾裁判について～弁護団の先生もお招きして」と題する研修を以下のとおり予定している。
開催日時　令和７年２月７日
開催形式　リアル＋オンライン
ご登壇者　岡口基一氏、伊藤真氏、大賀弁護士
　　　　　単位認定取得予定
　　　　　Sumile OSAKAにて懇親会開催予定
　　　③　次年度、５月頃を目途に、ビジネスマナー研修の開催を予定している。
　　　
（５）親睦委員会：板﨑副幹事長（資料４）
　　　①　地引網企画について、既に多くの方々に参加申込いただいているが、まだまだ参加者募集中
　　　②　ワインの夕べについて、今年度は３月５日１９時から、リモネにてビュッフェ形式で開催することになるものと見込まれる。
　　　③　来年度新人歓迎旅行について、複数の業者から相見積もりをとる予定。取材旅行等の経験により旅行手配に手慣れている広瀬先生に、非公式に協力を打診している。
　なお、当該企画については、今年度の親睦委員会にて大枠を決定し、次年度の親睦委員会が実施する予定。
　　　④　新年会の件、今年は新人の参加なく、新人への全額補助がなくなるため、その分を若手先生の補助に充てることにより、若手の先生方も参加しやすいようにしてはどうかという意見がでている。
　　　
（６）若手会：前野陽平世話役代表（資料５）
　　　①　開催済み企画について、今井先生に交通事故研修を行なっていただいた後、アナクラウンホテルにてビアガーデンを開催した。
　　　②　今後は、１１月９日の春秋会ゴルフ、１１月３０日の若手会対抗ゴルフ、及び１２月に忘年会兼美食会（屋形船企画から変更）を予定している。
　　　③　岡口裁判官を講師としてお招きする研修は、研修委員会と若手会の共催という形になるものと思われる。

６　大弁会務報告：松井淑子副会長（資料６）
　　法律相談センターの関係でご報告。
　今年度は、１１月１２月と、２０００円キャンペーン実施する。
　なぜ２０００円なのかについては、資料６の「法律相談事業の現状と課題」（通し番号１１ｐ～）を参照。
　≪質疑応答≫
　Ａ会員：　　　昨年１０００円キャンペーンを実施したが、その際、相談件数は増加したか。
　松井副会長：　増加した。その後も増加している。
なお、今年度、（１０００円ではなく）２０００円とする主たる狙いは、２０００円とした場合に相談件数等にどのような影響・効果があるかを試行する点にある。
　因みに、相談件数の増加を目指す理由は、①法律相談にアクセス困難な市民にとっての受け皿となる点、②会員に対し受任機会を設ける点にある。
Ｂ会員：　　　他の単位会と較べ大阪弁護士会の法律相談の受任件数は激減しているという話があるが、その要因についてどのような認識か。
松井副会長：　まず、法テラスの相談に流れているという仮説については、データ上、大阪弁護士会の相談件数が減っているからといって法テラスの相談件数が増えているという関係にないことが判明している。
　　　　　　　確たる要因は判明していないが、大阪においてはネット広告・宣伝等が他所と較べて充実していることが影響しているのではないかと仮説を立てている。
Ｃ会員：　　　ネットで相談先を探す人が増えていることを前提に、大阪弁護士会ではいかなる戦略を取っているか。
松井副会長：　法律相談をネットで予約することは現状可能であるが、更に、相談者が得意分野等を見て法律相談担当者を選べるシステムを開発中である。

７　各種行事の案内
・令和６年１０月２０日　　大阪弁護士会　運動会＠万博記念公園
・令和６年１２月２０日　　１２月総会＠大阪弁護士会館２０３・２０４会議室
・令和７年　１月２８日　　民事裁判改善に関する若手法曹の懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　＠大阪弁護士会館１２０３会議室
　　　　　　１月２９日　　新年会兼副会長当選祝賀会
　　　　以　　上
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